
 ○ 電 気 用 品 安 全 法 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 通 商 産 業 省 令 第 八 十 四 号 ） 新 旧 対 照 条 文              （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）  

 改      正      案  現         行  

 目 次 （ 略 ） 
 
    第 一 章 ・ 第 二 章 （ 略 ） 
 
    第 三 章 電 気 用 品 の 適 合 性 検 査 等 
 
 第 十 条 ～ 第 十 二 条 （ 略 ） 
 
   （ 証 明 書 と 同 等 な も の ） 
 第 十 三 条 法 第 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 同 条 第 二 項 の 証 明 書 と 同 
   等 な も の と し て 経 済 産 業 省 令 で 定 め る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 
  げ る も の と す る 。 
   一 届 出 事 業 者 が 輸 入 し よ う と す る 特 定 電 気 用 品 の 型 式 に つ い 
   て 、 当 該 特 定 電 気 用 品 を 製 造 す る 外 国 の 製 造 事 業 者 が 認 定 検 
   査 機 関 又 は 承 認 検 査 機 関 （ 以 下 「 検 査 機 関 」 と 総 称 す る 。 ） 
   か ら 交 付 を 受 け た 次 条 に 掲 げ る 方 法 に よ る 検 査 に よ り 法 第 八 
   条 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 及 び 第 十 五 条 に 定 め る 基 準 に 
   適 合 し て い る 旨 の 書 面 を 有 し て い る と き は 、 当 該 製 造 事 業 者 
   が 当 該 書 面 の 交 付 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て 特 定 電 気 用 品 ご と 
   に 法 第 九 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 期 間 を 経 過 す る 日 ま で の 間 
   は 、 そ の 書 面 を 交 付 し た 検 査 機 関 が 当 該 製 造 事 業 者 の 求 め に 
   応 じ 発 行 す る 当 該 書 面 の 写 し 
  二 届 出 事 業 者 が 輸 入 し よ う と す る 特 定 電 気 用 品 の 型 式 に つ い 
   て 、 当 該 特 定 電 気 用 品 を 製 造 す る 事 業 者 （ 届 出 事 業 者 に 限 る 
   。 以 下 こ の 号 に お い て 「 届 出 製 造 事 業 者 」 と い う 。 ） が 検 査 
   機 関 か ら 交 付 を 受 け た 法 第 九 条 第 二 項 の 証 明 書 を 有 し て い る 
   と き は 、 当 該 届 出 製 造 事 業 者 が 当 該 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 日 
   か ら 起 算 し て 特 定 電 気 用 品 ご と に 法 第 九 条 第 一 項 の 政 令 で 定 

 目 次 （ 略 ） 
 
    第 一 章 ・ 第 二 章 （ 略 ） 
 
    第 三 章 電 気 用 品 の 適 合 性 検 査 等 
 
 第 十 条 ～ 第 十 二 条 （ 略 ） 
 
   （ 証 明 書 と 同 等 な も の ） 
 第 十 三 条 法 第 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 同 条 第 二 項 の 証 明 書 と 同 
   等 な も の と し て 経 済 産 業 省 令 で 定 め る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 
  げ る も の と す る 。 
   一 届 出 事 業 者 が 輸 入 し よ う と す る 特 定 電 気 用 品 の 型 式 に つ い 
   て 、 当 該 特 定 電 気 用 品 を 製 造 す る 外 国 の 製 造 事 業 者 が 認 定 検 
   査 機 関 又 は 承 認 検 査 機 関 （ 以 下 「 検 査 機 関 」 と 総 称 す る 。 ） 
   か ら 交 付 を 受 け た 次 条 に 掲 げ る 方 法 に よ る 検 査 に よ り 法 第 八 
   条 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 及 び 第 十 五 条 に 定 め る 基 準 に 
   適 合 し て い る 旨 の 書 面 を 有 し て い る と き は 、 当 該 製 造 事 業 者 
   が 当 該 書 面 の 交 付 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て 特 定 電 気 用 品 ご と 
   に 法 第 九 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 期 間 を 経 過 す る 日 ま で の 
   間 は 、 そ の 書 面 を 交 付 し た 検 査 機 関 が 当 該 製 造 事 業 者 の 求 め 
   に 応 じ 発 行 す る 当 該 書 面 の 写 し 

 



    め る 期 間 を 経 過 す る 日 ま で の 間 は 、 そ の 証 明 書 を 交 付 し た 検 
   査 機 関 が 当 該 届 出 製 造 事 業 者 の 求 め に 応 じ 発 行 す る 当 該 証 明 
   書 の 写 し 
  三 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 経 済 産 業 大 臣 が 同 等 な も の と 
   特 に 認 め る も の 
 
 第 十 四 条 ～ 第 十 七 条 （ 略 ） 
 
    第 四 章 ～ 第 六 章 （ 略 ） 

 
 

  二 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 経 済 産 業 大 臣 が 同 等 な も の と 特 
   に 認 め る も の 
 
 第 十 四 条 ～ 第 十 七 条 （ 略 ） 
 
    第 四 章 ～ 第 六 章 （ 略 ） 

 

 
 


